
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1…「基準額」は、公的年金等収入額（非課税年金を含む）+その他の合計所得金額です 

*2…「申請時の預貯金等の額」に含まれるものは、下記①～⑤のとおりです。記載の方法で確認させていただくことが必要です。 

      ①預貯金：通帳（2か月以内に記帳されているもの）の残高ページのコピー、インターネットバンクであれば残高ページの写し 

  ②有価証券：株式、国債、地方債、社債等の証券会社や銀行の口座残高の写し 

  ③金・銀：購入先の口座残高の写し 

  ④投資信託：銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し 

  ⑤現金：自己申告 

なお、預貯金等の額が規定の額を超えている場合、預貯金額が減少して要件を満たすこととなった時点で申請することができます。 

                 

 

基準額*1 
申請時の 

預貯金等の額 
 

食費 居住費等 

施設入所 短期入所 
ユニット型

個室 

ユニット型

個室的 

多床室 

従来型 

個室 

（特養等） 

従来型 

個室 

（老健等） 

多床室 

生活保護受給者 

または 

老齢福祉年金 

受給者 

＜単身＞ 

１，０００万円以下 

＜夫婦＞ 

２，０００万円以下 

➡ 300円 300円 820円 490円 320円 490円 0円 

８０万円以下 

＜単身＞  

650万円以下 

＜夫婦＞ 

1,650万円以下 

➡ 390円 600円 820円 490円 420円 490円 370円 

８０万円超、 

１２０万円以下 

＜単身＞  

550万円以下 

＜夫婦＞ 

1,550万円以下 

➡ 650円 1,000円 

1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 

１２０万円超 

＜単身＞  

５０0万円以下 

＜夫婦＞ 

1,５０0万円以下 

➡ 1,360円 1,300円 

要
介
護
認
定
を
お
持
ち
の
方
、
そ
の
配
偶
者
（別
居
の
方
含
む
）、
住
民
票
上
同
居
の
家
族
全
員
が 

住
民
税
非
課
税
で
あ
る 

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
住
民
税
課
税

の
家
族
が
世
帯
に
お
ら
れ
る
年
度
は
申

請
で
き
ま
せ
ん
。 

課
税
状
況
が
変
わ
り
世
帯
全
員
が
非
課

税
に
な
る
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
相
談

く
だ
さ
い
。 

要
介
護
認
定
を
お
持
ち
の
本
人
と
配
偶
者
（
別
居
含
む
）
の
年
金

収
入
等
に
応
じ
た
預
貯
金
の
額
は
基
準
額
以
下
で
す
か
？ 

はい 

いいえ 


